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令和８年度予算編成方針について（通知） 

 

このことについて，三次市予算規則（平成１６年規則第６７号）第４条の規 

定に基づき，令和８年度予算編成方針を定めたので通知する。 

 

１ 本市の財政状況 

財政の健全性を示す指標である令和６年度決算の財政健全化判断比率は，実質

公債費比率７．２％，将来負担比率３５．５％であり，いずれも基準以内で財政

の健全性を堅持している。 
しかしながら，財政の余裕度を示す経常収支比率は９８．１％で，前年度から

ほぼ横ばいであるが，県内順位は１３市中１２位（広島市を除く）であり，依然

として高い比率で推移している。 
他市と比較して義務的経費である公債費のほか，維持補修費や補助費等の歳出

全体に占める割合が高いことが経常収支比率の高率要因として考えられ，余裕の

ない財政運営が続いている。 
 

２ 今後の財政見通し 

歳入においては，本市の収入の約３割を占める普通交付税は，優遇措置の終了

や令和７年度国勢調査により人口減少が見込まれていることから一定の減少が想

定され，所要の一般財源の確保は困難な状況が続くものと見込まれる。 
歳出においては，過去の建設事業の公債費が多額であることに加え，多様化す

る行政需要に対応するための各種行政サービス経費のほか，人件費や物価高騰・

燃料費高騰，資材不足の影響による各種経費の増加が見込まれる。このため，公

共施設や道路などのインフラ資産の維持管理費やその他の経常経費の抑制が困難

な状況が続くと予想される。 
予算編成においては，多額の基金の取り崩しに頼らざるを得ない状況が継続し

ており，今後の財政運営は依然として厳しい状況が想定される。 
 

３ 基本的な考え方 

社会経済情勢の変化が加速しており，加えて人口減少が続くことが確実視され

る中，市民の皆さんが安全・安心な暮らしを享受し，「元気」で「笑顔」あふれ



るふるさと三次のまちづくりを実現するためには，市民，団体，事業者などとの

連携・協働を通じて，本市の資源を新たな魅力や付加価値の創出につなげる「共

創」の視点が必要である。こうした「共創」の取組は，今年度から実施している

三次市みらい価値共創プロジェクト研究事業や企業版ふるさと納税マッチングサ

ポーター事業などで着実に成果の兆しが見え始めており，今後もこうした事例を

広げ，着実にまちづくりに反映させていく。 
予算編成にあたっては，「第３次三次市総合計画～みよし未来共創ビジョン～」

に掲げた基本理念「市民のしあわせの実現」をめざし，各種施策を積極的かつ計

画的に推進するとともに，長期的視点に立って，現世代及び将来世代にわたって

効果が発揮される施策を展開する。 
 
⑴ 「第３次三次市総合計画～みよし未来共創ビジョン～」の諸施策の推進 

６つの政策の柱を着実に進めるための各種施策の取組にあたっては，５つ

の共通基盤とあわせて取り組むことで効果的で効率的な成果をあげるよう努

めるとともに，全庁での情報共有と部局間の連携を強化し，分野を越えた相

乗効果の創出にも努め，設定した目標指標を確実に達成するため計画的に実

行すること。 

あわせて，令和６年度に策定した「第５次三次市行財政改革推進計画」に

掲げる目標の達成に向けて，行財政改革の取組を積極的かつ着実に推進する

こと。 

 
 

⑵ 持続可能な財政運営の推進 

限られた財源や人材の中で，まちづくりの取組と財政健全化の両立を図る

ためには，職員一人一人がこれまでの知見と創意工夫を最大限に発揮すると

ともに，「共創」の視点を持って市民，団体，事業者などと協働・連携し，

民間活力を積極的に活用していく必要がある。 

また，各部局において「選択と集中」の視点を強く意識して施策の優先順

【政策の柱】 
 政策１ 健康で安心感のあるくらし（保健・医療，福祉，多文化・共生） 
 政策２ 安全で快適な生活環境（自然環境，生活基盤，防災減災・安全） 
 政策３ 子どもの未来応援（子育て，教育） 
 政策４ 豊かな心と生きがい（芸術・文化，スポーツ） 

 政策５ いきいきとした地域（定住・交流，住民自治） 

 政策６ 活力ある産業（農林畜産，商工，観光） 

【共通基盤】 

つながりによる協働・共創，情報発信・シティプロモーション 

デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ），広域連携，行財政改革 



位を見直し，安易に前年度どおりの予算要求を行うことのないよう経費の精

査を十分に行い，最少の経費で最大の事業効果が上がる予算編成に最大限努

めること。 

持続可能な財政基盤の確立に向けて，プライマリーバランスを強く意識し

ながら，健全化判断比率の健全性を堅持するとともに，適正規模の財政調整

基金の確保に努めるものとする。 

 

◆各部局の要求基準（シーリング） 

予算要求における経費については，次のとおり要求基準を定め，主要施

策の実現に向けた事業費への重点的な予算配分を行うこととする。 

・令和６年度決算額を予算配分の基本とする。 

・内部管理経費を含む政策経費及び経常経費は，別途総務部財政課通知

「令和８年度予算要求要領」において示す。 

 

４ その他の留意事項 

⑴ ＰＤＣＡサイクルの徹底 

行政運営の効率化と行政サービスの維持向上を目的として，ＰＤＣＡサイク

ルを徹底する。 

「Ｐ」に相当する新規事業については，市民への説明責任を果たす観点から，

「三次市実施計画」のチェックシートを活用し，事業の目的，背景など予算要

求の根拠を明確にするとともに，成果指標を示したうえで要求すること。 

「Ｃ」の「評価・点検」，「Ａ」の「改善」については，令和７年度「Ｔｈｅ

行政チェック」における２次評価を反映した予算編成とすること。 

 

⑵ スクラップ・アンド・ビルドの取組（ゼロベースの観点） 

財源には限りがあり，今後の増額が困難であることを強く意識したうえで次

の事項に取り組むこと。 

ア 全ての事務事業は，ゼロベースから見直し，事業統合や再構築そして廃

止を含めた検討を行い予算への反映に努めること。 

  特に公共施設の経年劣化に伴う修繕や改修について，施設のあり方を含

めて必要性・優先順位を見極めるとともに，財政負担の平準化を図る観点

から計画的な執行を検討すること。 

イ 事務事業の見直しにあたっては，生成ＡＩや議事録作成等の音声言語視

覚化システムを最大限活用し，時間外勤務の縮減や業務効率化を図ること。 
また，ＤＸ推進リーダー研修で育成した職員を各部局のデジタル活用・業

務改善の推進役とし，組織全体でＰＤＣＡサイクルの質と実効性向上に取



り組むこと。 
ウ 既存の事務事業について，社会情勢や事業執行状況を踏まえ，効果やニ

ーズの低くなった事業，または執行状況から事業規模の適正化が必要と判

断されるものは，積極的に縮減，廃止すること。 

エ 新規・拡充事業については，既存事業の見直しを行い，その規模縮小や

廃止等により財源の確保を図ること。 

オ 物価高騰によるコスト増については，機械的に予算を上乗せすることな

く，事務事業の見直しや不用額の発生要因を分析したうえで，必要かつ適

正な予算要求とすること。 

 

⑶ 国・県等の諸施策の活用及び自主財源の確保 

国・県等との連携を密にするとともに，国・県等が進めている各種施策に

ついて，的確な情報収集と十分な研究による最大限の活用に努めること。 

使用料等の受益者負担については，市民間の公平を図るため，受益者に応

分適正の負担を求めることに鋭意努めること。 

ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金については，本市の魅

力や取組を広く発信するとともに，市民サービスの向上や地域課題の解決に

資する新たな財源確保策として積極的に推進すること。 

 

⑷ 不用額の分析 

決算不用額を徹底的に検証し，要因を分析したうえで，過大計上を防ぎ，

精度の高い積算を行うこと。特に，令和６年度決算において多額の不用額が

発生した科目については，改善策を講じ，翌年度予算に反映すること。 

 

⑸ 事業量の適正化 

事業量については，令和７年度の事業執行状況を踏まえ，繰越事業を含め

た事業量を見極めたうえで予算要求をすること。 

新規事業，既存事業にかかわらず，必要性や緊急度，効果等を検討したう

えで優先順位を精査し，必要に応じて休止や繰り延べを行い，事業量の平準

化を図ること。 

 

⑹ 特別会計及び企業会計の自立的運営 

特別会計及び企業会計については，各種事務事業の採算性や費用対効果を

十分に見極め，一般会計からの繰入に依存することなく自立して運営できる

よう，必要に応じて事業内容や経営手法の見直しを行い，持続可能な財政運

営が実現できるよう組織運営や財務基盤の強化に取り組むこと。 



以上の方針に基づく細目については，別途，総務部財政課通知「令和８年度

予算要求要領」により予算要求を行うものとする。 

  



【参考】 

⑴ 決算における歳入及び歳出の状況 

 
歳入のうち自由に活用できる一般財源は，普通交付税の合併による優遇措置の終了により平成２６年度と比較して

約２０億円減少している。また，歳出は，積極的な繰上償還により義務的経費（人件費，公債費，扶助費）は平成２

６年度と比較して約１４億円減少しているものの，施設等の維持管理経費や行政サービスに係る物件費，補助費，維

持補修費の合計額は，平成２６年度と比較して約２６億円増加しており，固定的な経費が増加している。歳入（一般

財源）が減少しているにもかかわらず歳出は増加傾向であるため，今後も余裕のない財政運営が続くものと見込んで

いる。 

 

⑵ 経常収支比率の推移 

 
平成２７年度から，普通交付税の合併による優遇措置の縮減に伴い，経常収支比率は上昇傾向にある。優遇措置終

了後の令和２年度以降も高い比率を示しており，依然として余裕のない状況である。 


